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タイヤやオイルの交換等

整備事業者の種類（道路運送車両法の適用関係）

（注１）整備要員数（出典：自動車整備白書に基づく）

（注２）統計は存在しないが、日車協連によれば車体整備事業を行っている工場数は約３万

整備事業者全般

認証工場

約9.2万工場、約40.2万人（注１）

・ 特定整備（エンジンの取外しや自動ブレーキの調整など安全上重要な整備）を
行うことができる

ブレーキの整備 エンジン動力を伝える部品の整備エンジンの整備

指定工場

約3.0万工場、約20.4万人（注１）

・ 自社で検査（車検）を行うことができる

・ いわゆる 民間車検場

(約4,400＋α)工場車体整備事業者

約3.0万工場（注２）

特定整備を
伴わない車体整備

特定整備を
伴う車体整備

事故車のフレーム
修正作業

・オイル交換、タイヤ空気圧の調整 等
（特定整備に該当しない整備）

板金・塗装作業

部： 道路運送車両法の認証を得ずに事業ができるもの
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１．情報提供窓口の設置と損害保険会社との対話
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自動車ユーザー

車体整備事業者
（修理工場）

損害保険会社

「保険金支払い」と
「車体整備事業者
との交渉」を依頼

「修理」を依頼 価格交渉
（契約関係なし）

・保険金で修理したい
・修理工場との調整・交渉
は損害保険会社に任せたい

適切な修理料金を
払ってほしい

公平・適正な
保険金の支払いをしたい

１９事業者

約３万事業者

（大部分が中小零細）

「工賃」 ＝ 「指数」 × 「指数対応単価」

指数：
損害保険会社が出資する会社（自研センター）が策定する

       各作業の「標準的な作業時間」 （単位：時間）

指数対応単価：
損害保険会社と事業者が交渉して決定する１時間当たりの工賃
（単位：円／時間）

一般的な修理工賃の算定方法

保険金による事故車修理の関係者
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１．情報提供窓口の設置と損害保険会社との対話

事故車の保険修理の価格交渉に関する車体整備事業者からの情報提供窓口を設置

時 期 ： 令和６年７月８日 ～ （継続中）
対 象 ： 車体整備事業者
方 式 ： 電子フォームへの投稿（ Microsoft Forms ）
回答数： 1,272件 （令和８年１月29日終了時点）

寄せられた主な意見（４省庁で随時共有）

（１）交渉に応じてもらえない
・ 工賃単価等を一方的に提示され、交渉に応じてもらえない
・ 価格交渉の場を設けてもらえない（電話で一方的に通知される等）

（２）協定を先延ばしにされる
・ 価格が折り合わないと協定を先延ばしにされる。納期が迫っていることや、毎月の支払困窮につけこまれる
・ 見積書に合意して修理後、「修理内容に依存ないが工賃単価を下げて欲しい。飲めなければ協定できない」と言われた

（３）十分な説明がない
・ 地域単価を押し付けられる（「県下の他工場にも○○円でお願いしている等）
・ 「アジャスターやセンター長では工賃単価についてお答えできません」と言われた

（４）経費を計上させてもらえない
・ 車両の引取、代車、納車の費用を支払ってもらえない
・ 廃棄物処理費用を料金に計上すると却下される
・ 一部の整備項目の費用を支払ってもらえない
・ 実際の作業と異なる見積書を作らされた

（５）脅された
・ 自社の工賃単価を提示すると「入庫がなくなりますよ」と言われた  など

寄せられた情報は、関係省庁（金融庁、中小企業庁、

公正取引委員会）と共有
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１．情報提供窓口の設置と損害保険会社との対話

窓口に寄せられた情報

情報を損保会社ごとに整理・分析
（匿名性に留意）

国土交通省、金融庁
中小企業庁、公正取引委員会

大手損保会社

個社ごとに情報を提供し
改善活動を指導

情提供窓口に寄せられた情報に基づき、関係省庁が連携して、大手損害保険会社に対する
以下の対応を行う

① 窓口への提供情報を、その匿名性に留意しつつ損保各社に提供し、改善活動（PDCA
    サイクル）への活用を求める

② 各社の管理態勢整備の状況、情報を踏まえた改善取組等について、定期的なフォローアップ
    （ヒアリング等）

③ 独占禁止法や下請法違反に該当する行為があれば、公正取引委員会又は中小企業庁にお
いて、厳正に対処

損害保険各社への情報提供とヒアリング （金融庁、中小企業庁、公正取引委員会と連携）
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１．情報提供窓口の設置と損害保険会社との対話

各種自動車車体整備情報システムへの掲載 （令和７年夏より順次）

◼ いたずら防止等のため、情報提供窓口ホームページのURL／QRコードは広くは公開
しておらず、検索にも引っ掛からない。

◼ 当初は、業界団体や運輸支局窓口を通じて、 URL／QRコードを周知。
→ 特に業界団体非加盟事業者に対するリーチが課題。

◼ 令和７年夏より順次、各種自動車車体整備に関する情報システムにご掲載いただく。

◼ 情報提供がやや増加。また、当省が問合せを受けた際の案内がスムーズに。

＜ご掲載頂いている自動車車体整備情報システム＞

• コグニビジョン株式会社 cogniSEVEN、cogniPHOTOBASE

• 株式会社ブロードリーフ Broadleaf.C

• 株式会社プロトリオス EGWebプロ、ラクロス3

（システム提供会社の五十音順）



１．情報提供窓口の設置と損害保険会社との対話
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◼ 今年度になって、指数対応単価は上がったものの、総額協定が増えたり、認められ
る作業の範囲や指数が厳しくなったりして、結局総額があまり変わらないこともある。

◼ ディーラーから協定も任されているが、損保はディーラーと合意していることを理由
に価格交渉に応じてくれない。

◼ 人材不足が一層深刻。工賃がもっと増えないと人材が確保できず、業界が続かない
ことを損保は理解してるのだろうか。

◼ 損保の指数対応単価の構成要素が十分に示されない。そのような中、産廃処分費
用等が認められないと言われても納得できない。

◼ 設備投資を指数対応単価に適切に反映してほしい。

◼ エーミングの必要性は増しているが、認められないことがある。

◼ いまだに、100：０でないと代車費用が認められない。

◼ 特定の損保会社の要求が際立って厳しい。

情報提供窓口への最近の声



１．情報提供窓口の設置と損害保険会社との対話
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◼ 以前は、４省庁（当省、金融庁、中小企業庁、公正取引委員会）の担当部局以外
は、情報提供元を開示しない前提で、情報を受付。

→ 金融庁が損害保険会社に問い合わせる際、事案をぼかす必要があり、損害保
険会社としても対処しづらかった。

◼ 令和７年８月１日より、情報を受け付ける際に、損害保険会社に情報提供元を開示
することの可否を確認。許可が得られたものは、事案をぼかさず金融庁が活用。

→ 金融庁からの損害保険会社への問合せや損害保険会社による対処が
より一層スピード感と具体性があるものに。

情報提供窓口の改修（令和７年８月１日）
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２．車体整備事業者による適切な価格交渉を促進するための指針

⚫ 事故車修理を行う車体整備業では人材確保が課題。そのためにも賃上げの原資の確保が重要であり、労務費等
の転嫁を適切に進める必要がある

⚫ 車体整備事業者は、新技術への対応など様々な課題に直面しているが、その一つである損害保険会社との価格
交渉について、同事業者が取り組むべき事項を指針として策定した

【参考】 自動車整備業は、労務費の転嫁率が低い受注者の割合が高い業種「ワースト１位」 （令和５年公正取引委員会特別調査）

１．自社の責任と考えによる見積の作成

２．人件費等の上昇も考慮した工賃単価の提案

３．作業時間の実態を踏まえた価格請求

４．見積書、作業記録簿等の標準様式の使用

５．代車費用の支払いに関する考え方の理解

６．透明性・公平性が疑われないような請求・説明

７．損害保険会社との交渉における留意点

・ 見積の作成は、損害保険会社に委ねず、自社の責任で行うこと

・ 工賃単価は、消費者物価指数のみならず人件費等の上昇も考慮して
提案すること

・ 車両の状態が「指数」（標準的な作業時間）の前提と異なるなど、
特殊事情がある場合は、個別交渉すること

・ 修理内容、費用を明確化し、透明性をもって請求すること
- 産業廃棄物処理費などかかった費用をなかったことにしない
- 不合理な総額割引は見積の妥当性を失わせるおそれがある

・ 対物賠償責任保険における代車費用の支払いの考え方を理解すること
（無過失でなくても過失割合に応じて代車費用が支払われる約款が多い等）

・ 価格の透明性・公平性を説明できるように、作業と請求を行うこと
（恣意的に理由なく保険修理と、それ以外で価格を異ならせない等）

・ 損害保険会社と見解が相違する場合には、丁寧に説明し、損保会社に
対しても丁寧な説明を求め、双方が建設的に対話すること

・ 保険の仕組みや賠償の考え方について説明を受け、理解すること

・ 「アジャスターや担当拠点には決定権がない」「地域相場で決まって
いる」等、不合理な説明で交渉が進まない場合には、必要に応じて、
国交省の窓口に情報提供すること

８．協定に時間を要する場合には依頼者に判断を仰ぐ

・ １週間を超えて見解が相違する場合、依頼者に対して損害保険会社が
提示する保険金の範囲では修理できない旨説明すること

【国土交通省による対応】
・ 関係団体の協力を得ながら、車体整備事業者による上記の取組状況を確認
・ 金融庁、中小企業庁、公正取引委員会と連携して車体整備事業者による価格交渉の実態・課題等を継続的に把握

（一社）日本損害保険協会においても「修理工賃単価に関する対話・協議のあり方にかかるガイドライン」を策定

９．依頼者に対する適切な情報提供

・ 求められれば、依頼者に対して作業内容と見積を丁寧に説明すること
（保険金による修理は「原状復旧」であること 等）
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２．車体整備事業者による適切な価格交渉を促進するための指針

見積書・領収書の標準様式 （抜粋）
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２．車体整備事業者による適切な価格交渉を促進するための指針

作業記録簿の標準様式 （抜粋）



３．「標準作業時間」の調査

■ 損保会社が出資する(株)自研センターが策定する標準的な作業時間、いわゆる
「自研指数」では到底作業が終えられない、との声を受け、国土交通省が第三者的
立場から調査。

■ 令和７年度予算事業として実施。

■ 調査結果は、年度内に公表するとともに、以降、関係者（損保会社、指数策
定機関等）との対話等でも活用

■ 委託先：テュフラインランドジャパン(株)
ドイツに本社を置くグループの日本法人。板金塗装関連業界団体の世界組
織とコネクションがあるほか、日本国内においては、車体整備工場の自主的
な認証や監査などの技術業務を展開。

12

「標準作業時間」の調査（令和７年度より）



４．今後の取組
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■ 情報提供窓口の開設を続け、価格交渉の実態を把握。

■ 情報提供窓口に寄せられた情報に基づき、関係省庁とともに損害保険会社と引き
続き対話。

■ 指針において言及した、工賃単価の値上げ幅の「参考」となる合理的な指標（最低
賃金の上昇率、関連業界別の春季労使交渉の妥結額の上昇率）や「標準様式」の
活用状況について、車体整備業界団体の協力を得て調査を実施。更なる施策検討
に活用。

■ 「標準作業時間」の調査。

■ 工賃単価交渉の好事例を調査し、指針に追加。
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４．今後の取組
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① 国土交通省は令和７年３月４日、「車体整備事業者による適切な価
格交渉を促進するための指針」を公表するなどの施策を講じました。

・価格交渉の現場において変化はありましたか。それはどのような
変化ですか。

・価格交渉において、指針はご活用頂けましたでしょうか？ご活用
頂いていない場合、その理由をご教授ください。

② 「車体整備事業者による適切な価格交渉を促進するための指針」に
追加で盛り込む事項など、改善すべき点があればご教授ください。

③ その他何でも国交省にご質問・ご意見があればご教授ください。

16

５．お伺いしたいこと
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（参考） 施策のプレスリリース
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